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税務訴訟資料 第２５９号－３（順号１１１１６） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 法人税更正処分取消等請求事件 

国側当事者・国（福山税務署長） 

平成２１年１月１６日棄却・控訴 

 

判 決 

原告         株式会社Ａ 

代表者代表取締役   甲 

訴訟代理人弁護士   鳴戸 大二 

           井上 祐司 

           山本 純弥 

被告         国 

代表者法務大臣    森 英介 

処分行政庁      福山税務署長 

           後藤 洋次郎 

指定代理人      川勝 庸史 

           雨宮 恒夫 

           三保 信幸 

           周布 京幸 

           高木 幸典 

 

主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 福山税務署長が原告に対して平成１８年７月７日付けでした原告の同１５年４月１日から同

１６年３月３１日までの事業年度に係る法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の

うち、納付すべき法人税額１８６１万１１００円を超える部分及び過少申告加算税１１万６００

０円を超える部分をいずれも取り消す。 

２ 福山税務署長が原告に対して平成１８年７月７日付けでした原告の同１６年４月１日から同

１７年３月３１日までの事業年度に係る法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の

うち、納付すべき法人税額２７７４万１７００円を超える部分及び過少申告加算税１４万２００

０円を超える部分をいずれも取り消す。 

第２ 事案の概要 

 本件は、臨床検査等を目的とする会社である原告が、臨床検査で使用する減価償却資産（リース

物件）について、法人税の税額の特別控除を定めた租税特別措置法（平成１８年法律第１０号によ

る改正前のもの。以下「措置法」という。）４２条の６第３項の規定が適用されるとして法人税の
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確定申告をしたところ、福山税務署長から、同規定の適用を否定する内容の更正処分及び過少申告

加算税賦課決定処分を受けたため、これらの処分の取消しを求める事案である。 

１ 関係法令の定め 

(1) 法人税法 

 ２条（定義） 

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 １号から２２号まで （略） 

 ２３号 減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具

及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。 

 ２４号から４８号まで （略） 

(2) 法人税法施行令 

 １３条（減価償却資産の範囲） 

 法第２条第２３号（減価償却資産の意義）に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価

証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの（事業の用に供していないもの及び時の経

過によりその価値の減少しないものを除く。）とする。 

 １号及び２号 （略） 

 ３号 機械及び装置 

 ４号から６号まで （略） 

 ７号 工具、器具及び備品（観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。） 

 ８号及び９号 （略） 

(3) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（平成１９年財務省令第２１号による改正前のも

の。以下「耐用年数省令」という。） 

ア １条（一般の減価償却資産の耐用年数） 

(ア) １項 

 （…略…）法人税法（…略…）第２条第２３号（定義）に規定する減価償却資産（以下

「減価償却資産」という。）のうち鉱業権（租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採

取する権利を含む。以下同じ。）及び坑道以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資

産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。 

 １号 （…略…）法人税法施行令（…略…）第１３条第１号、第２号及び第４号から第

７号まで（減価償却資産の範囲）に掲げる資産（坑道を除く。） 別表第一（機械

及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表） 

 ２号 （…略…）法人税法施行令第１３条第３号に掲げる資産 別表第二（機械及び装

置の耐用年数表） 

 ３号及び４号 （略） 

(イ) ２項から７項まで （略） 

イ 別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表 

種類 構造又は用途 細 目 
耐用年

数（年）

（略） 

 ８ 医療機器 消毒殺菌用機器 ４ 
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手術機器 ５ 

血液透析又は血しよう交換用機器 ７ 

ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機

器 

６ 

 

調剤機器 ６ 

歯科診療用ユニット ７ 

光学検査機器 

ファイバースコープ ６ 

その他のもの ８ 

その他のもの 

レントゲンその他の電子装置を使用する機器 

移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 ４ 

その他のもの ６ 

その他のもの 

陶磁器製又はガラス製のもの ３ 

主として金属製のもの １０ 

器
具
及
び
備
品 

 

その他のもの ５ 

（略） 

ウ 別表第二 機械及び装置の耐用年数表 

番号 設備の種類 細 目 
耐用年

数（年）

（略） 

主として金属製のもの １７ 369 

 

前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲

の区分によらないもの その他のもの ８ 

(4) 措置法 

ア ２条（用語の意義） 

(ア) １項 （略） 

(イ) ２項 

 第３章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 １号から２４号まで （略） 

 ２５号 減価償却資産 法人税法第２条第２３号に規定する減価償却資産をいう。 

 ２６号から２９号まで （略） 

(ウ) ３項 （略） 

イ ４２条の４（試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除） 

(ア) １項から６項まで （略） 

(イ) ７項 

 政令で定める中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出する

もの（以下この項において「中小企業者等」という。）の各事業年度（第１項から第４項

までの規定の適用を受ける事業年度、解散（合併による解散を除く。）の日を含む事業年
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度及び清算中の各事業年度を除く。）において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金

の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所

得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該試験研究費の額の１００分の１２に相当

する金額（以下この項及び第１２項第１０号において「中小企業者等税額控除限度額」と

いう。）を控除する。ただし、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の

当該事業年度の所得に対する法人税の額の１００分の２０に相当する金額を超えるとき

は、その控除を受ける金額は、当該１００分の２０に相当する金額を限度とする。 

(ウ) ８項から１８項まで （略） 

ウ ４２条の６（中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控

除） 

(ア) １項 

 第４２条の４第７項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色

申告書を提出するもの（第３項までにおいて「中小企業者等」という。）が、平成１０年

６月１日から平成１８年３月３１日までの期間（次項及び第３項において「指定期間」と

いう。）内に、その製作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産（第

１号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。第３項までにお

いて「特定機械装置等」という。）を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国

内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用（第３号に

規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条

において「指定事業の用」という。）に供した場合には、その指定事業の用に供した日を

含む事業年度（解散（合併による解散を除く。）の日を含む事業年度及び清算中の各事業

年度を除く。以下この条において「供用年度」という。）の当該特定機械装置等の償却限

度額は、法人税法第３１条第１項又は第２項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の

普通償却限度額と特別償却限度額（当該特定機械装置等の取得価額（第３号に掲げる減価

償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項にお

いて「基準取得価額」という。）の１００分の３０に相当する金額をいう。）との合計額と

する。 

 １号 機械及び装置並びに器具及び備品（器具及び備品については、事務処理の能率化

等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。） 

 ２号及び３号 （略） 

(イ) ２項 （略） 

(ウ) ３項 

 中小企業者等が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第１項第

１号又は第２号に掲げる減価償却資産を物品賃貸業を営む者から契約により賃借（政令で

定める要件を満たすものに限る。）をして、これを国内にある当該中小企業者等の営む指

定事業の用に供した場合（その指定事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き

続き当該指定事業の用に供している場合に限る（…略…）。）には、供用年度の所得に対す

る法人税の額からその指定事業の用に供した当該減価償却資産（第１項第１号に掲げる減

価償却資産にあつては、その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以

上であるものに限る。）の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算し
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た金額の合計額の１００分の７に相当する金額（…略…）を控除する。（…以下略） 

(エ) ４項から８項まで （略） 

(オ) ９項 

 第２項及び第３項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の

申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用

する。（…以下略） 

(カ) １０項から１３項まで （略） 

エ ４５条の２（医療用機器等の特別償却） 

(ア) １項 

 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、昭和５４年４月１日から平成１

９年３月３１日までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用

に供されたことのないもの（以下この項において「医療用機器等」という。）を取得し、

又は医療用機器等を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合には、

その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第３１条

第１項又は第２項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限

度額（当該医療用機器等の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をい

う。）との合計額とする。 

 １号 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの（次号又は第３号

に掲げるものを除く。） １００分の１４ 

 ２号及び３号 （略） 

(イ) ２項から８項まで （略） 

(5) 租税特別措置法施行令（平成１８年政令第１３５号による改正前のもの。以下「措置法施

行令」という。） 

ア ２７条の４（試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除） 

(ア) １項から３項まで （略） 

(イ) ４項 

 法第４２条の４第７項に規定する政令で定める中小企業者は、資本若しくは出資の金額

が１億円以下の法人（人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。）のうち次に

掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員

の数が千人以下の法人とする。 

 １号 その発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が同一の大規模法人（資本若

しくは出資の金額が１億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人の

うち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会

社を除く。次号において同じ）の所有に属している法人 

 ２号 前号に掲げるもののほか、その発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上が

大規模法人の所有に属している法人 

(ウ) ５項から２８項まで （略） 

イ ２７条の６（中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控

除） 

(ア) １項及び２項 （略） 
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(イ) ３項 

 法第４２条の６第１項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、

鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事

業とする。 

(ウ) ４項から１７項まで （略） 

(6) 租税特別措置法施行規則（平成１８年財務省令第２６号による改正前のもの。以下「措置

法施行規則」という。） 

 ２０条の２の２（中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控

除の対象範囲等） 

ア １項 

 法第４２条の６第１項第１号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

 １号 電子計算機（計数型の電子計算機（主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機

構を有するものに限る。）のうち、処理語長が１６ビット以上で、かつ、設置時にお

ける記憶容量（検査用ビットを除く。）が１６メガバイト以上の主記憶装置を有する

ものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置（入力用キーボード、

ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンタ

ー又はプロッターに限る。）、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置（無線用のも

のを含む。）又は電源装置を含む。） 

 ２号 デジタル複写機（専用電子計算機（専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理

を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。

以下この項において同じ。）により発信される制御指令信号に基づき画像情報をデジ

タル信号に変換し、色の濃度補正、縦横独立変倍又は画像記憶を行う機構を有するも

の及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、こ

れらと同時に設置する専用の自動原稿送り装置、排紙分類装置、給紙装置、プリンタ

ー又はファクシミリを含む。） 

 ３号 ファクシミリ（送受信データを蓄積する機構及び普通紙に受信データを印刷する機

構を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の変復調装置、回線制御

装置又は回線接続装置を含む。） 

 ４号 デジタル交換設備（専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づきデジタ

ル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設

置する専用の制御装置（当該交換するための機能を制御するものに限る。）、変復調装

置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。） 

 ５号 デジタルボタン電話設備（専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき

専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するも

の及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、こ

れらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は

符号化装置を含む。） 

 ６号 電子ファイリング設備（画像又は文字情報の符号化並びに符号化された当該画像又

は文字情報の加工、登録、蓄積及び検索を行うもので、これと同時に設置する専用の

入出力装置、補助記憶装置、伝送用装置又は電源装置を含む。） 
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 ７号 マイクロファイル設備（画像又は文字情報のマイクロフィルムへの記録並びに当該

マイクロフィルムの整理、保存及び検索を行うもので、これと同時に設置する専用の

入出力装置、補助記憶装置、伝送用装置又は電源装置を含む。） 

 ８号 ＩＣカード利用設備（ＩＣカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積

及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のＩＣカードリーダライタ、入力

用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。） 

 ９号 冷房用又は暖房用機器（ユニット型エアコンディショナー、温風暖房機（冷房ユニ

ットを付加したものを含む。）又は遠赤外線放射暖房装置に限るものとし、これらと

同時に設置する専用の換気装置又は空気清浄装置を含む。） 

イ ２項及び３項 （略） 

ウ ４項 

 施行令第２７条の６第３項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業（…略…）

とする。 

 １号から９号まで （略） 

 １０号 サービス業（物品賃貸業及び娯楽業（映画業を除く。）を除く。） 

エ ５項 （略） 

２ 前提事実 

 本件の前提となる事実は、次のとおりである。証拠により容易に認めることができる事実等は、

その旨付記した。その余の事実は、当事者間に争いがない。 

(1) 原告の業務等 

ア 原告は、臨床検査、保存血液の配給、医薬品及び臨床試薬品の販売、医療機器の販売及び

リース業務、医療に対するコンサルタント業務、公害検査、飲料水の水質検査、空気環境の

測定、薬局の経営等を目的とする会社であり、医療機関から委託を受けて臨床検査を行うこ

とを主たる業務としている。（乙１、弁論の全趣旨） 

イ 原告は、資本金４８００万円の同族会社であり、その株主に大規模法人はいないから、措

置法４２条の６第３項、１項、４２条の４第７項、措置法施行令２７条の４第４項に規定す

る中小企業者等に該当する。（乙１、５、６、弁論の全趣旨） 

 また、原告の主たる業務である臨床検査事業は、措置法施行規則２０条の２の２第４項１

０号に規定するサービス業に当たるから、措置法４２条の６第３項、１項に規定する指定事

業に該当する。（乙１０、弁論の全趣旨） 

(2) 原告によるリース契約の締結及びリース物件の臨床検査事業への供用 

ア 原告は、平成１５年４月１日から同１６年３月１日までの事業年度（以下「平成１６年３

月期」という。）内に、別表１記載の各資産について、それぞれに対応する各リース会社と

の間でリース契約を締結し、同１６年４月１日から同１７年３月３１日までの事業年度（以

下「平成１７年３月期」といい、平成１６年３月期と併せて「本件各事業年度」という。）

内に、別表２記載の各資産（以下、別表１記載の各資産と併せて「本件各資産」という。）

について、それぞれに対応する各リース会社との間でリース契約を締結し、本件各資産を臨

床検査事業の用に供していた。（乙２の１ないし７、３の１ないし４、４の１及び２、５、

６） 

イ 本件各資産の機能及び設置場所は次のとおりである。 
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(ア) 全自動染色装置（別表１「１」欄） 

 全自動染色装置「Ｓ」（以下「全自動染色装置」という。）は、癌
がん

等の有無の検出のため、

スライド上の検体を染色する機器で、原告の肩書地内にある別棟（以下「別棟」という。）

１階病理細胞診検査室に設置されている。（甲９、乙９） 

(イ) プリムエイド（別表１「２」欄、別表２「７」欄） 

 自動ガラス封入装置（プリムエイド）「Ｔ」は、長期にわたって保存することが要求さ

れる検体標本の作製のため、検体をカバーガラスに封入する機器で、別棟１階病理細胞診

検査室に設置されている。（甲１０、２２、乙９） 

(ウ) 自動電気泳動装置（別表１「３」欄） 

 自動電気泳動装置「Ｕ」は、肝臓障害、腎
じん

臓障害等の蛋
たん

白質に係る異常を成分分析する

ため血清中の蛋白の検査をする機器で、原告の肩書地内にある本館（以下「本館」という。）

１階生化学検査室に設置されている。（甲１１、２３、乙９） 

(エ) 全自動マイクロプレート分析装置（別表１「４」欄） 

 全自動マイクロプレートＥＩＡ分析装置「Ｖ」は、感染症関連の検査のため、検体の分

注や試薬の分注を行う機器で、本館２階血清検査室に設置されている。（甲１２、２４、

乙９） 

(オ) 全自動分析装置ユニット（別表１「５」欄） 

 全自動分析装置「Ｗ」は、体液の異常による病態把握のため、血清や尿中の電解質に係

る濃度の分析を行う機器で、本館１階緊急検査室に設置されている。（甲１３、２５、乙

９） 

(カ) 全自動輸血検査システム（別表１「６」欄） 

 全自動輸血検査システム「Ｘ」は、ＡＢＯ式血液型、ＲＨＯ式血液型等輸血関連検査の

ため、検体を分注し、反応や判定を行う機器で、本館２階血清検査室に設置されている。

（甲１４、２６、乙９） 

(キ) ボーンアナライザー（別表１「７」欄） 

 骨塩定量検査機器（ボーンアナライザー）「Ｙ」は、骨粗しょう症の診断や治療効果の

判定のため、レントゲンフィルムから骨密度の定量検査を行う機器で、本館２階生理検査

室に設置されている。（甲１５、２７、乙９） 

(ク) 自動血球計数装置（別表１「８」欄） 

 多項目自動血球分析装置「Ｚ」は、白血病や貧血の検査のため、赤血球、白血球等に係

る数量の測定を行う機器で、本館１階血液検査室に設置されている。（甲１６、２８、乙

９） 

(ケ) 血液ガス分析装置（別表２「１」欄） 

 全自動ｐＨ／血液ガス分析装置「ａ」は、生命状態の判断や把握のため、血液中のガス

濃度の測定を行う機器で、本館１階緊急検査室に設置されている。（甲１７、２９、乙９） 

(コ) 血液分析システム（別表２「２」欄） 

 多項目自動血球分析装置「Ｚ」３台及び同「ｂ」１台は、白血病や貧血の検査のため、

赤血球、白血球等に係る数量の測定を行う機器で、本館１階血液検査室に設置されている。

（甲１６、２８、乙９） 

(サ) ｄ（別表２「３」欄） 



9 

 細胞診Thinlayer塗抹・染色装置「ｅ」は、癌等の有無の検出のため、スライドガラス

に細胞を分注、塗抹又は染色をして検査を行う機器で、別棟１階病理細胞診検査室に設置

されている。（甲１８、３０、乙９） 

(シ) 自動浸透圧計（別表２「４」欄） 

 自動浸透圧分析装置「ｆ」は、脱水状態や昏
こん

睡状態等での体液の正常性を分析するため、

血清での体液の濃度や量の検査を行う機器で、本館１階生化学検査室に設置されている。

（甲１９、３１、乙９） 

(ス) ｇ（別表２「５」欄） 

 免疫染色等全自動システム「ｇ」は、癌細胞の組織型の判定のため、スライドガラス上

の細胞組織に免疫的組織化学染色をして分析を行う機器で、本館３階病理細胞診検査室に

設置されている。（甲２０、３２、乙９） 

(セ) 精密検査搬送ライン（別表２「６」欄） 

 精密検査搬送ライン「ｈ」は、大量の検体の処理のため、検体の誘導や搬送を行う機器

で、本館１階生化学検査室に設置されている。（甲２１、３３、乙９） 

(3) 原告による確定申告及びこれに対する処分等の経緯 

ア 原告が行った本件各事業年度の確定申告及びこれらに係る処分等の経緯については、別表

３「課税処分経過表」のとおりである（以下、平成１６年３月期に係る更正処分及び平成１

７年３月期に係る更正処分を併せて「本件各更正処分」といい、平成１６年３月期に係る過

少申告加算税賦課決定処分及び平成１７年３月期に係る過少申告加算税賦課決定処分を併

せて「本件各賦課決定処分」といい、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分を併せて「本

件各処分」という。）。 

イ 前記アの経緯については、原告が、本件各資産が措置法４２条の６第１項１号の「機械及

び装置」に当たり、同条３項の特別控除の規定が適用されるとして、確定申告書に同規定に

よる控除を受ける金額の申告を記載し、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付をした

上で、本件各事業年度の法人税の確定申告をしたところ、福山税務署長が、本件各資産は医

療用の「器具及び備品」に当たり、かつ、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令

で定めるものに当たらないから上記規定は適用できないとして本件各処分を行ったため、こ

れを不服とする原告が異議申立て及び審査請求をしたというものである。なお、本件各処分

は、情報通信機器を取得した場合等の法人税額の特別控除額に関する部分をもその対象とし

ているが、この点については原告は争っていない。 

(4) 本件訴えの提起 

 原告は、平成２０年４月１９日、本件訴えを提起した。 

３ 争点 

 本件の争点は、本件各資産が措置法４２条の６第１項１号に規定する「機械及び装置」ではな

く「器具及び備品」に該当するか否かである。 

４ 当事者の主張の要旨 

(1) 原告の主張 

ア 措置法４２条の６第１項１号の「機械及び装置」の意義については、法令上明確に定義さ

れてはいないところ、このような場合、納税者の予測可能性及び法的安定性を確保するため、

特別の事情がない限り、その言葉の通常の用法に従って解釈すべきである。 
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 機械及び装置とは、外力に抵抗し得る物体の結合からなり、一定の相対運動をなし、外部

から与えられたエネルギーを有用の仕事に変形するもので、原動機構、伝導機構、作業機構

の３機構から構成されるものと定義され、その要素として、①剛性のある物体から構成され、

②一定の相対運動をする機能を持ち、③それ自体が仕事をすることが掲げられている。 

 本件各資産は前記定義に当てはまり、かつ、前記の各要素をすべて充足するものであるか

ら、前記「機械及び装置」に該当する。 

イ 措置法４５条の２第１項１号は、特別償却の対象として、「医療用の機械及び装置並びに

器具及び備品」を規定しており、これは、昭和５４年法律第１５号によって措置法４５条の

２第３項が新設されたことに由来するが、このとき、医療の用に供される減価償却資産の中

には、「器具及び備品」である「医療機器」（耐用年数省令別表第一）とは別に、「機械及び

装置」に該当するものも存在することが法律上認められ、両者を包含する概念として「医療

用機器」が規定されたものである。そして、医療の用に供される減価償却資産のうち、高度

なＩＴ技術及び先端テクノロジーを駆使して複雑なシステム及びステップを複合させ、多数

の項目を一度に処理し得るものはここにいう「機械及び装置」に該当するというべきである。 

 本件各資産はいずれも前記要件を充足するから、措置法４５条の２第１項１号が規定する

「医療用の機械及び装置」に該当し、したがって、措置法４２条の６第１項１号の「機械及

び装置」にも該当することになる。 

ウ 被告は、本件各資産が耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」のうち「医療機器」に当

たるとするが、ここにいう医療機器は、医療法に基づいて設立された病院又は診療所が行う

診療行為又は治療行為のための器具及び備品についてのみ適用されるものであり、臨床検査

事業というサービス業を営む原告には適用されない。 

 本件各資産は、耐用年数省令別表第二においては、「３６９」の「前掲の機械及び装置以

外のもの並びに前掲の区分によらないもの」に該当する。 

エ したがって、本件各資産は、法人税法施行令１３条３号に規定する「機械及び装置」に該

当し、よって、措置法４２条の６第１項１号に規定する「機械及び装置」に該当する。 

(2) 被告の主張 

ア 本件各資産が「器具及び備品」に該当し、「機械及び装置」には該当しないこと 

(ア) 「機械及び装置」並びに「器具及び備品」の各意義は、国語辞典の記載等に依拠する

ことによっては一義的に決することはできないので、法的安定性の見地から、関連法規と

の整合性を重視する必要があるところ、関連法規である耐用年数省令は、別表第二におい

て「機械及び装置」を設備の種類ごとに３６９に区分した上で細目を設けて掲げ、別表第

一において「器具及び備品」を構造又は用途に応じて１２に区分した上で細目を設けて掲

げているのであるから、本件各資産が上記各別表にそれぞれ掲げられた資産のいずれに該

当するかについて判断するのが相当である。 

 本件各資産は、前記２(2)イの本件各資産の機能及び用途からすれば、耐用年数省令別

表第一の「器具及び備品」のうち「医療機器」に該当し、同別表第二の「機械及び装置」

のいずれにも該当しない。なお、ここにいう医療機器は、医療の用に使用される機器をい

い、使用の場所は問わないものというべきであるから、原告が病院又は診療所でないこと

は、本件各資産が医療機器に該当するとすることの妨げにはならない。 

(イ) 本件各資産が措置法４５条の２第１項に規定する医療用機器等に該当するか否かは
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本件の争点となるものではない。その点を措
お

くとしても、同項が規定する医療用機器等の

特別償却制度は、高度な機能を有する医療用機器の導入を促進するために創設されたもの

であって、総合経済対策の一環として中小企業の設備投資促進という観点から創設された

措置法４２条の６とは制度趣旨が異なるし、また、「器具及び備品」に相当する医療用機

器が、その機能ないし技術の進歩に照らして「機械及び装置」とみられるようになったわ

けでもない。 

(ウ) 以上のとおり、本件各資産は、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」のうち「医

療機器」に該当するのであって、措置法４２条の６第１項１号に規定する「機械及び装置」

には該当しない。 

イ 本件各処分の根拠及び適法性 

 別紙「本件各処分の根拠及び適法性」記載のとおりである。 

第３ 争点に対する判断 

１ 「機械及び装置」並びに「器具及び備品」の意義の文理上の検討 

(1) 措置法４２条の６第１項１号に規定する「機械及び装置」並びに「器具及び備品」につい

ては、法令上の明確な定義はない。 

(2) そこで、文理解釈を試みるべく、国語辞典等の文献を参照するなどしても、「機械及び装置」

並びに「器具及び備品」の意義及び両者の違いについては、これを一義的に決することはでき

ない。 

 すなわち、乙１１によれば、広辞苑第６版には、「機械・器械」について「①しかけのある

器具。からくり。②［機］（machine）外力に抵抗し得る物体の結合からなり、一定の相対運動

をなし、外部から与えられたエネルギーを有用な仕事に変形するもの。原動機・作業機械など。

◇「機械」は、主に人力以外の動力による複雑で大規模なものをいい、「器械」は、道具や人

力による単純で小規模なものいうことが多い。」、「装置」について「ある目的のために機械・

道具などを取り付けること。また、そのしかけ。」とそれぞれ記載され、他方、「器具」につい

て「道具。うつわ。しくみの簡単な器械。」、「備品」について「備えつけておく品物。」とそれ

ぞれ記載されていることが認められる。しかし、以上の各記載においては、機械・器械が「し

かけのある器具」とされる一方で、器具が「しくみの簡単な器械」とされているように、一方

の言葉の定義ないし説明の中に他方の言葉が用いられているものであるから、機械・器械と器

具とを明確に区別することはできない。さらに、措置法４２条の６第１項１号の「器具及び備

品」には電子計算機も含まれる（措置法施行規則２０条の２の２第１項１号）が、少なくとも

これが「しくみの簡単な器械」であるとはいい難いところである。 

 また、機械については、「外力に抵抗し得る物体の結合からなり、一定の相対運動をなし、

外部から与えられたエネルギーを有用な仕事に変形するもの。」という前記説明の外、甲４に

よれば、広辞苑第２版補訂版には「原動機構・伝導機構・作業機構の三機構から構成され」る

との記載があること、並びに、甲６及び７によれば、税法上の機械の概念について、①剛性の

ある物体から構成され、②一定の相対運動をする機能を持ち、③それ自体が仕事をするという

要素を有するものであるとの記載があることが認められ、これらは前記第２の４(1)アの原告

の主張に沿うものである。しかし、措置法４２条の６第１項１号の「器具及び備品」に該当す

るものとして措置法施行規則で定められているものの中にも、デジタル複写機（措置法施行規

則２０条の２の２第１項２号）など、上記定義に当てはまり、かつ、上記各要素をすべて充足
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すると考えられるものが含まれていることに照らすと、上記の定義ないし各要素によっても、

「器具及び備品」から区別される概念としての「機械及び装置」の意義は明らかにはならない

のである。 

２ 関連法規との整合性の観点からの「機械及び装置」並びに「器具及び備品」の意義の検討 

(1) 前記１のとおり、国語辞典等の文献を参照するなどしても、措置法４２条の６第１項１号

の「機械及び装置」並びに「器具及び備品」の意義を一義的に決することはできないところ、

これらはいずれも法令上の用語であるから、ある減価償却資産が「機械及び装置」又は「器具

及び備品」のいずれに該当するかの判断に当たっては、法的安定性の観点から、関連法規との

整合性が図られるような解釈をする必要があるというべきである。 

(2) そこで検討するに、措置法４２条の６第１項１号の「機械及び装置」並びに「器具及び備

品」は、いずれも、同項柱書きの減価償却資産に該当するところ、措置法２条２項２５号は、

措置法の４２条の６を含む第３章における減価償却資産の意義について、法人税法２条２３号

に規定する減価償却資産をいう旨規定している。 

 そして、法人税法２条２３号は、減価償却資産の意義について、建物、構築物、機械及び装

置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものと

して政令で定めるものをいう旨規定し、同条を受けた法人税法施行令１３条は、３号において

「機械及び装置」を、７号において「器具及び備品」を掲げている。 

 また、耐用年数省令は、減価償却資産の耐用年数についての画一的処理を図るために定めら

れたものであり、法人税法と密接な関係を有するところ、ここでも「機械及び装置」並びに「器

具及び備品」が用いられている。すなわち、耐用年数省令１条１項は、鉱業権及び坑道以外の

ものの耐用年数について、①１号において、法人税法施行令１３条１号、２号、４号から７号

までに掲げる資産は別表第一に定めるところによるとして、「器具及び備品」を構造又は用途

に応じて１２に区分し、さらに細目を設けて同別表第一に掲げ、②２号において、法人税法施

行令１３条３号に掲げる資産は別表第二に定めるところによるとして、「機械及び装置」を設

備の種類ごとに３６９に区分し、その一部についてはさらに細目を設け、同別表第二に掲げて

いる。 

(3) 前記(2)のとおり、「機械及び装置」並びに「器具及び備品」という用語は、法人税法、措

置法及びその他の関連法規において、「機械」、「装置」、「器具」及び「備品」としてそれぞれ

が別個に規定されるのではなく、「機械及び装置」並びに「器具及び備品」という２組のまと

まりとして規定されている。そうすると、措置法４２条の６第１項１号の「機械及び装置」並

びに「器具及び備品」の意義の検討に当たっては、「機械」、「装置」、「器具」及び「備品」の

それぞれの個別の意味内容を探求するのではなく、「機械及び装置」を一体のものとし、「器具

及び備品」を一体のものとして扱うのが相当である。 

 そして、法的安定性の観点からは、ある法令上の用語は、関連法規における同一の用語と整

合的に用いられるべきであるから、ある減価償却資産が措置法４２条の６第１項１号の「機械

及び装置」又は「器具及び備品」のいずれに該当するかを判断するに当たっては、それが、耐

用年数省令の別表第二において設備の種類ごとに３６９に区分され、その一部についてはさら

に細目が設けられ、個別具体的に掲げられた「機械及び装置」と、別表第一において構造又は

用途に応じて１２に区分され、さらに細目が設けられ、個別具体的に掲げられた「器具及び備

品」のいずれに該当するのかを検討するのが相当というべきである。 
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３ 本件各資産と、耐用年数省令別表第一及び別表第二に掲げられている各減価償却資産の検討 

(1) 耐用年数省令別表第一には、種類を「器具及び備品」とする区分の中に構造又は用途を「医

療機器」とする区分があり、そこには、細目として、消毒殺菌用機器、手術機器、血液透析又

は血しよう交換用機器、ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器、調剤機

器、歯科診療用ユニット及び光学検査機器が掲げられているほか、「その他のもの」という細

目があり、同細目は更に①レントゲンその他の電子装置を使用する機器及び②その他のものに

分けられ、上記①は更にⅰ移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器並びにⅱその

他のものに、上記②は更にⅰ陶磁器製又はガラス製のもの、ⅱ主として金属製のもの及びⅲそ

の他のものに、それぞれ分けられている。このように、耐用年数省令別表第一の中で、種類を

「器具及び備品」とし構造又は用途を「医療機器」とする区分においては、医療の用に供され

る減価償却資産が網羅されているということができる。そして、そのように網羅的に掲げられ

た減価償却資産について、個別の資産ごとに耐用年数が規定されているのである。 

(2) 他方、耐用年数省令別表第二は、「機械及び装置」を設備の種類ごとに３６９に区分してい

るが、各区分においては、個々の「機械及び装置」を掲げるのではなく、おおむね次に掲げる

分野ごとに、標準設備（モデルプラント）を想定した上で（なお、そのほとんどが製造設備で

ある。）、その標準設備（モデルプラント）を構成する各資産の耐用年数を見積もり、これを各

資産の価額により加重平均して算出した、総合耐用年数によることとしている（甲７参照）。 

ア １から３６の２まで 食料品 

イ ３７から５７まで 繊維製品 

ウ ５８から６３まで 木材及び木製品 

エ ６４から７３まで 製紙及び紙加工品 

オ ７４から８０まで 印刷及び製本 

カ ８１から１８０まで 化学工業 

キ １８１から１８５まで 石油製品及び石炭製品 

ク １８６から１９３まで ゴム製品及び皮革製品 

ケ １９４から２１０まで 窯業及び土石製品 

コ ２１１から２３１の２まで 鉄鋼及び非鉄金属 

サ ２３２から２５２まで 金属製品 

シ ２５３から２９６まで 機械工業 

ス ２９７から３２５まで 雑貨その他の製造 

セ ３２６から３３３まで 鉱業 

ソ ３３４から３６８まで その他の設備 

タ ３６９ 前記アからソまで以外のもの 

(3) 前記(1)のとおり、耐用年数省令別表第一の「医療機器」は、医療の用に供される減価償却

資産を網羅的に掲げ、個別の減価償却資産ごとに耐用年数が規定されているから、医療の用に

供されることについては争いがない（原告も、本件各資産は「医療用の機械及び装置」である

と主張している。）本件各資産がここにいう医療機器に該当すると解釈することは、ごく自然

なものということができる。 

 他方、耐用年数省令別表第二においては、「機械及び装置」の設備の種類として医療の用に

供される減価償却資産は特掲されていないから、本件各資産については、それが同別表第二の
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「３６９」に該当するかのみが問題となるが、前記(2)のとおり、同別表第二が各区分におい

て標準設備（モデルプラント）を想定し、その標準設備（モデルプラント）を構成する各資産

の耐用年数の見積りに基づいて総合耐用年数を定めるものであるのに対し、前記第２の２(2)

イの本件各資産の機能及び設置場所、そして、甲２２ないし３３及び弁論の全趣旨によれば、

本件各資産は、基本的には単体で個別に作動するものであり、他の機器と一体となって設備を

形成し、その一部として各機能を果たすものではないと認められることをも考慮すれば、本件

各資産が同別表第二の「３６９」に該当すると解することは、同別表第二に掲げられた減価償

却資産の中に他とは性質を異にするものを含ませることになり、相当ではないといわざるを得

ない。 

 以上によれば、本件各資産は、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」のうち「医療機器」

に該当すると解するのが相当であり、本件各資産が、同別表第二の「３６９」の「前掲の機械

及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」に該当するということはできないとい

うべきである。 

(4) なお、原告は、耐用年数省令別表第一の「医療機器」は、医療法に基づいて設立された病

院又は診療所が行う診療行為又は治療行為のための器具及び備品についてのみ適用される旨

主張するが、上記「医療機器」は、構造又は用途によって区分されたものであり、それを用い

る主体やそれが用いられる場所を限定するものではないから、原告の上記主張は採用すること

ができない。 

４ 措置法４５条の２との関係について 

(1) 原告は、昭和５４年法律第１５号によって医療用機器の特別償却の制度が新設され、その

対象として「医療用の機械及び装置並びに器具及び備品」が規定されたことを強調するが、そ

もそも、本件においては、措置法４５条の２第１項１号の適用の有無が問題になるものではな

い。 

 その点を措くとしても、耐用年数省令別表第一において「器具及び備品」として「医療機器」

が掲げられる一方で、同別表第二においては医療の用に供される減価償却資産が特掲されてい

ないことは、医療用機器の特別償却の制度が新設された先後で変化がなく、このことからすれ

ば、「器具及び備品」に加えて「機械及び装置」が医療用機器の特別償却の対象として掲げら

れたのは、それまで「器具及び備品」として取り扱われていた医療の用に供される減価償却資

産について取扱いを変更するものではなく、ただ、医療用機器の機能や構造の進歩発展等を背

景に、従来の減価償却資産とは性格を異にし、観念的には機械及び装置に該当するものが出現

してきた場合に、新制度の適用からそれを排除すべき理由はないので、その旨を明らかにする

ためであったと解するのが相当である。 

 そして、耐用年数省令別表第一及び同別表第二の前記構造はその後も維持されており、耐用

年数省令別表第一の「器具及び備品」の「医療機器」として具体的に掲げられた医療の用に供

される減価償却資産の中には、例えば手術機器など、技術の進歩により、「高度なＩＴ技術及

び先端テクノロジーを駆使して複雑なシステム及びステップを複合させ、多数の項目を一度に

処理し得る」（前記第２の４(1)イ）ようになったものが当然に存在すると考えられることから

すれば、前記第２の２(2)イのような機能を有するにすぎない本件各資産が措置法４５条の２

第１項１号に規定する「医療用の機械及び装置」に該当するということもできないというべき

である。 
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(2) なお、国税庁直税部長は、昭和５５年３月２４日、措置法４５条の２第３項（当時）に規

定する医療用機器の特別償却の範囲につき、社団法人日本医療法人協会からの照会に対し、救

急車、解剖台、死体冷蔵庫、給食用設備等については特別償却の対象とはならず、他方、患者

（生体）検査用機器、検体検査機器、放射線関連装置及び付属品、核医学測定装置、患者監視

装置、治療用機器、リハビリテーション用機器等、医療の用に供される広範囲の減価償却資産

について、特別償却の対象となる旨回答している（昭和５５年３月２４日付直法２－５、直所

３－６「租税特別措置法第１２条の３第２項及び第４５条の２第３項の規定による特別償却の

対象となる医療用機械等の範囲について」。甲４３、乙１７）が、これは、上記各減価償却資

産が「医療用の機械及び装置並びに器具及び備品」に該当すると回答するのみであって、特に

その中の「医療用の機械及び装置」に該当することを示したものではないから、同回答は、本

件各資産が「機械及び装置」に当たるとする原告の主張を基礎付けるものということはできな

い。 

５ まとめ 

(1) 以上のとおり、本件各資産は、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」のうち「医療機

器」に該当する。 

 そうすると、本件各資産は、法人税法２条２３号及び法人税法施行令１３条７号にいう「器

具及び備品」に当たり、法人税法２条２３号及び法人税法施行令１３条３号にいう「機械及び

装置」には当たらないということになるから、措置法４２条の６第１項１号の「器具及び備品」

に当たり、同号の「機械及び装置」には当たらないということになる。争点に関する被告の主

張には理由がある。 

(2) そして、弁論の全趣旨によれば、前記争点に関する部分以外のところを含め、本件各処分

は適法にされたものと認めることができる。 

第４ 結論 

 よって、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、訴訟費用の負担につ

き、行政事件訴訟法７条、民訴法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第３８部 

裁判長裁判官 杉原 則彦 

   裁判官 品田 幸男 

   裁判官 島村 典男 
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（別紙） 

本件各処分の根拠及び適法性 

１ 本件各更正処分の根拠及び適法性 

(1) 本件各更正処分の根拠 

 原告の本件各事業年度の所得金額及び納付すべき税額は、それぞれ別表４「原告の平成１６年３

月期に係る所得金額及び納付すべき税額（被告の主張）」及び別表５「原告の平成１７年３月期に

係る所得金額及び納付すべき税額（被告の主張）」の各「Ｅ 被告主張額 （Ｃ－Ｄ）」欄のとおり

であり、各金額の根拠は次に述べるとおりである。 

ア 平成１６年３月期 

(ア) 所得金額（別表４「Ｅ」欄順号①） ９６８６万４７０６円 

 上記金額は、原告が福山税務署長に対して平成１６年５月３１日に提出した平成１６年３月

期の法人税の確定申告書（以下「平成１６年３月期確定申告書」という。）に記載された所得

金額（乙７の１枚目「１」欄）と同額である。 

(イ) 納付すべき税額（別表４「Ｅ」欄順号⑨） ２１８３万１７００円 

 上記金額は、下記ａの金額から、同ｂ及びｃの各金額を控除した後の金額（ただし、国税通

則法１１９条１項により１００円未満の端数を切り捨てたもの。以下同じ。）である。 

ａ 所得金額に対する法人税額（別表４「Ｅ」欄順号②） ２８４１万９２００円 

 上記金額は、上記(ア)の所得金額（ただし、国税通則法１１８条１項の規定により１００

０円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下同じ。）に法人税法６６条に定める税率（ただ

し、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する

法律（平成１１年法律第８号）１６条１項を適用した後のもの。以下同じ。）を乗じて計算

した金額であり、平成１６年３月期確定申告書に記載された法人税額（乙７の１枚目「２」

欄）と同額である。 

ｂ 法人税額の特別控除額（別表４「Ｅ」欄順号⑥） ６５０万６４６０円 

 上記金額は、下記(a)、(b)及び(c)の各金額の合計額である。 

(a) 中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除額（別表４「Ｅ」欄順

号③） ０円 

 本文の第２の４(2)アのとおり、本件各資産に措置法４２条の６第３項の規定の適用は

ないから、上記法人税額の特別控除の金額は０円となる。 

(b) 中小企業者等の試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額（別表４「Ｅ」欄順号

④） ５６８万３８４０円 

 上記金額は、措置法４２条の４第７項及び第１０項に規定する中小企業者等の試験研究

費の税額控除の金額であり、平成１６年３月期確定申告書別表六(八)に記載された法人税

額の特別控除額（乙７の３枚目「９」欄）と同額である。 

(c) 情報通信機器を取得した場合等の法人税額の特別控除額（別表４「Ｅ」欄順号⑤） 

 ８２万２６２０円 

 上記金額は、措置法４２条の１１第７項に規定する情報通信機器を取得した場合等の法

人税額の特別控除の金額であり、原告が同項の適用があるとして平成１６年３月期確定申

告書別表六(二十)に記載したリース費用の総額２２９０万９８００円（乙７の６枚目「１

０」欄）から、同項の要件を満たさないリース費用の額１９３９万６２００円（平成１６
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年３月期更正通知書の別紙２。甲１の４枚目及び５枚目）を控除し、同項の規定に基づき

再計算した後の金額である。 

ｃ 控除所得税額等（別表４「Ｅ」欄順号⑧） ８万０９８３円 

 上記金額は、法人税法６８条（平成１８年法律第１０号による改正前のもの。以下同じ。）

の規定により所得に対する法人税の額から控除される所得税の金額であり、平成１６年３月

期確定申告書に記載された金額（乙７の１枚目「１２」欄）と同額である。 

(ウ) 確定申告に係る法人税額（別表４「Ｅ」欄順号⑩） １７４４万７３００円 

 上記金額は、平成１６年３月期確定申告書の提出により納付の確定した法人税額（乙７の１

枚目「１３」欄）である。 

(エ) 差引納付すべき税額（別表４「Ｅ」欄順号⑪） ４３８万４４００円 

 上記金額は、上記(イ)の金額から上記(ウ)の金額を差し引いた金額であり、平成１６年３月

期に係る更正処分により原告が新たに納付すべき法人税額である。 

イ 平成１７年３月期 

(ア) 所得金額（別表５「Ｅ」順号①） １億３１７７万１１２７円 

 上記金額は、原告が福山税務署長に対して平成１７年５月３１日に提出した平成１７年３月

期の法人税の確定申告書（以下「平成１７年３月期確定申告書」という。）に記載された所得

金額（乙８の１枚目「１」欄）と同額である。 

(イ) 納付すべき税額（別表５「Ｅ」欄順号⑨） ３２５２万３９００円 

 上記金額は、下記ａの金額から、同ｂ及びｃの各金額を控除した後の金額である。 

ａ 所得金額に対する法人税額（別表５「Ｅ」欄順号②） ３８８９万１３００円 

 上記金額は、上記(ア)の所得金額に法人税法６６条に定める税率を乗じて計算した金額で

あり、平成１７年３月期確定申告書に記載された法人税額（乙８の１枚目「２」欄）と同額

である。 

ｂ 法人税額の特別控除額（別表５「Ｅ」欄順号⑥） ６３１万２７５３円 

 上記金額は、下記(a)、(b)及び(c)の各金額の合計額である。 

(a) 中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除額（別表５「Ｅ」欄順

号③） ０円 

 本文の第２の４(2)アのとおり、本件各資産に措置法４２条の６第３項の規定の適用は

ないから、上記法人税額の特別控除の金額は０円となる。 

(b) 中小企業者等の試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額（別表５「Ｅ」欄順号

④） ５７４万１１０９円 

 上記金額は、措置法４２条の４第７項及び第１０項に規定する中小企業者等の試験研究

費の税額控除の金額であり、平成１７年３月期確定申告書別表六(八)に記載された法人税

額の特別控除額（乙８の３枚目「９」欄）と同額である。 

(c) 情報通信機器を取得した場合等の法人税額の特別控除額（別表５「Ｅ」欄順号⑤） 

 ５７万１６４４円 

 上記金額は、措置法４２条の１１第７項に規定する情報通信機器を取得した場合等の法

人税額の特別控除の金額であり、原告が同項の適用があるとして平成１７年３月期確定申

告書別表六(二十)に記載したリース費用の総額２４９９万４２００円（乙８の６枚目「１

０」欄）から、同項の要件を満たさないリース費用の額２３７８万０４００円（平成１７
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年３月期更正通知書の別紙２。甲２の４枚目及び５枚目）を控除し、同項の規定に基づき

再計算した後の金額である。 

ｃ 控除所得税額等（別表５「Ｅ」欄順号⑧） ５万４６４３円 

 上記金額は、法人税法６８条の規定により所得に対する法人税の額から控除される所得税

の金額であり、平成１７年３月期確定申告書に記載された金額（乙８の１枚目「１２」欄）

と同額である。 

(ウ) 確定申告に係る法人税額（別表５「Ｅ」欄順号⑩） ２６３１万４８００円 

 上記金額は、平成１７年３月期確定申告書の提出により納付の確定した法人税額（乙８の１

枚目「１３」欄）である。 

(エ) 差引納付すべき税額（別表５「Ｅ」欄順号⑪） ６２０万９１００円 

 上記金額は、上記(イ)の金額から上記(ウ)の金額を差し引いた金額であり、平成１７年３月

期に係る更正処分により原告が新たに納付すべき法人税額である。 

(2) 本件各更正処分の適法性 

 原告の平成１６年３月期の法人税に係る所得金額及び納付すべき法人税額は、それぞれ９６８６

万４７０６円及び２１８３万１７００円であり、原告の平成１７年３月期の法人税に係る所得金額

及び納付すべき法人税額は、それぞれ１億３１７７万１１２７円及び３２５２万３９００円である

ところ、本件各更正処分における所得金額及び納付すべき法人税額は、それぞれ上記の各金額と同

額であるから、本件各更正処分は、いずれも適法である。 

２ 本件各賦課決定処分の根拠及び適法性 

 前記１のとおり、本件各更正処分はいずれも適法であり、本件各更正処分により新たに納付すべき

税額の計算の基礎となった事実のうち、本件各更正処分前における税額の計算の基礎とされていなか

ったことについて、国税通則法６５条４項にいう正当な理由があるとは認められない。 

 したがって、本件各更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額を基礎として、次の

とおり計算して行った本件各賦課決定処分はいずれも適法である。 

(1) 平成１６年３月期 ４３万８０００円 

 上記金額は、平成１６年３月期に係る更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額

４３８万円（国税通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。

以下同じ。）に対して１００分の１０の割合（平成１８年法律第１０号による改正前の国税通則法

６５条１項）を乗じて算出した金額である。 

(2) 平成１７年３月期 ６２万００００円 

 上記金額は、平成１７年３月期に係る更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額

６２０万円に対して１００分の１０の割合（平成１８年法律第１０号による改正前の国税通則法６

５条１項）を乗じて算出した金額である。 

以上 
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別表１ 

 
名称 

（カタログの書証番号） 
発売元等 

賃貸人 

（契約書の書証番号） 

１ 
全自動染色装置 

（甲９） 
Ｂ株式会社 

Ｉ株式会社 

（乙２の１） 

２ 
プリムエイド 

（甲１０） 
Ｃ株式会社 

Ｉ株式会社 

（乙２の２） 

３ 
自動電気泳動装置 

（甲１１） 
Ｄ株式会社 

Ｉ株式会社 

（乙２の３） 

４ 
全自動マイクロプレート分析装置 

（甲１２） 
Ｅ株式会社 

Ｉ株式会社 

（乙２の４） 

５ 
全自動分析装置ユニット 

（甲１３） 
Ｄ株式会社 

Ｊ株式会社 

（乙３の１） 

６ 
全自動輸血検査システム 

（甲１４） 
Ｆ株式会社 

Ｋ株式会社 

（乙４の１） 

７ 
ボーンアナライザー 

（甲１５） 
Ｇ株式会社 

Ｌ株式会社 

（乙５） 

８ 
自動血球計数装置 

（甲１６） 
Ｈ株式会社 

Ｍ株式会社 

（乙６） 
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別表２ 

 
名称 

（カタログの書証番号） 
発売元等 

賃貸人 

（契約書の書証番号） 

１ 
血液ガス分析装置 

（甲１７） 
Ｎ株式会社 

Ｉ株式会社 

（乙２の５） 

２ 
血液分析システム 

（甲１６） 
Ｈ株式会社 

Ｊ株式会社 

（乙３の２） 

３ 
ｄ 

（甲１８） 
株式会社Ｏ 

Ｊ株式会社 

（乙３の３） 

４ 
自動浸透圧計 

（甲１９） 
Ｐ株式会社 

Ｉ株式会社 

（乙２の６） 

５ 
ｇ 

（甲２０） 
Ｑ株式会社 

Ｊ株式会社 

（乙３の４） 

６ 
精密検査搬送ライン 

（甲２１） 
株式会社Ｒ 

Ｋ株式会社 

（乙４の２） 

７ 
プリムエイド 

（甲１０） 
Ｃ株式会社 

Ｉ株式会社 

（乙２の７） 
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別表３ 課税処分経過表 

（単位：円） 

№ 区分 平成１６年３月期 平成１７年３月期 

所 得 金 額 96,864,706 131,771,127

法 人 税 額 28,419,200 38,891,300

法人税の特別控除額 10,890,887 12,521,765
① 

確 定 申 告

（法定申告期限内）

 

 

 

 納 付 す べ き 税 額 17,447,300 26,314,800

所 得 金 額 96,864,706 131,771,127

法 人 税 額 28,419,200 38,891,300

法人税の特別控除額 6,506,460 6,312,753

納 付 す べ き 税 額 21,831,700 32,523,900

② 

更 正 処 分 等

（平成18年7月7日）

 

 

 

 

 

 過少申告加算税の額 438,000 620,000

③ 異 議 申 立 て 平 成 1 8 年 9 月 4 日 ②のうち一部取消を求める 

④ 異 議 決 定 平成19年2月2 6日 棄却 

⑤ 審 査 請 求 平成19年3月2 3日 ②のうち一部取消を求める 

⑥ 審 査 裁 決 平成19年10月30日 棄却 
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別表４ 原告の平成１６年３月期に係る所得金額及び納付すべき税額（被告の主張） 

（単位：円） 

 

Ａ 

原告申告額

Ｂ 

更正処分額

Ｃ 

原告主張額

Ｄ 

減算額 

Ｅ 

被告主張額

（Ｃ－Ｄ）

所 得 金 額 ① 96,864,706 96,864,706 96,864,706 0 96,864,706

法 人 税 額 ② 28,419,200 28,419,200 28,419,200 0 28,419,200

中小企業等が機械等を

取得した場合等の法人

税額の特別控除額 

③ 3,220,655 0 3,220,655 3,220,655 0

中小企業者等の試験研

究費の額等に係る法人

税額の特別控除額 

④ 5,683,840 5,683,840 5,683,840 0 5,683,840

情報通信機器を取得し

た場合等の法人税額の

特別控除額 

⑤ 1,986,392 822,620 822,620 0 822,620

法
人
税
額
の
特
別
控
除
額 

合計（③＋④＋⑤） ⑥ 10,890,887 6,506,460 9,727,115 3,220,655 6,506,460

差引法人税額（②－⑥） ⑦ 17,528,313 21,912,740 18,692,085 21,912,740

控 除 所 得 税 額 等 ⑧ 80,983 80,983 80,983 80,983

差引所得に対する法人税額 

（ ⑦ － ⑧ ） 
⑨ 17,447,300 21,831,700 18,611,100 21,831,700

既に納付の確定した本税額 ⑩ 17,447,300 17,447,300 17,447,300

差 引 納 付 す べ き 税 額 

（ ⑨ － ⑩ ） 
⑪ 4,384,400 1,163,800

 

4,384,400
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別表５ 原告の平成１７年３月期に係る所得金額及び納付すべき税額（被告の主張） 

（単位：円） 

 

Ａ 

原告申告額

Ｂ 

更正処分額

Ｃ 

原告主張額

Ｄ 

減算額 

Ｅ 

被告主張額

（Ｃ－Ｄ）

所 得 金 額 ① 131,771,127 131,771,127 131,771,127 0 131,771,127

法 人 税 額 ② 38,891,300 38,891,300 38,891,300 0 38,891,300

中小企業等が機械等を

取得した場合等の法人

税額の特別控除額 

③ 4,782,188 0 4,782,188 4,782,188 0

中小企業者等の試験研

究費の額等に係る法人

税額の特別控除額 

④ 5,741,109 5,741,109 5,741,109 0 5,741,109

情報通信機器を取得し

た場合等の法人税額の

特別控除額 

⑤ 1,998,468 571,644 571,644 0 571,644

法
人
税
額
の
特
別
控
除
額 

合計（③＋④＋⑤） ⑥ 12,521,765 6,312,753 11,094,941 4,782,188 6,312,753

差引法人税額（②－⑥） ⑦ 26,369,535 32,578,547 27,796,359 32,578,547

控 除 所 得 税 額 等 ⑧ 54,643 54,643 54,643 54,643

差引所得に対する法人税額 

（ ⑦ － ⑧ ） 
⑨ 26,314,800 32,523,900 27,741,700 32,523,900

既に納付の確定した本税額 ⑩ 26,314,800 26,314,800 26,314,800

差 引 納 付 す べ き 税 額 

（ ⑨ － ⑩ ） 
⑪ 6,209,100 1,426,900

 

6,209,100

 


